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証券コード 2981
2024年６月10日

（電子提供措置の開始日2024年６月５日）
株 主 各 位

東京都世田谷区新町３-22-２
Landix桜新町ビル

株式会社ランディックス
代表取締役社長 岡 田 和 也

第24回定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、今般当社第24回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げま

す。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第24回定時株主総会招集通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://landix.jp/ir/meeting/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。】

なお、書面又は電磁的方法（インターネット等）によって事前に議決権行使をいただける場合
は、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、2024年６月２６
日（水曜日）午後６時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬具
記

1. 日 時 2024年６月27日（木曜日）午後4時00分（受付開始 午後3時30分）
2. 場 所 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号 渋谷ソラスタ４階

渋谷ソラスタコンファレンス 会議室４Ａ
3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1. 第24期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告の内
容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件

2. 第24期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類の内容
報告の件
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決 議 事 項
議 案 剰余金処分の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙をご提出くださいますようお願い申し上げま
す。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただ
きます。

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、下記
の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監
査人が監査をした書類の一部であります。
・連結注記表
・個別注記表

＜本株主総会の事後動画配信につきまして＞
本株主総会は、事後の動画配信を行います。視聴開始予定日：2024年７月12日（金）
詳細決定次第、当社HP（https://landix.jp）に掲載いたします。



株主総会開催日時
2024年６月27日（木曜日）午後4時

行使期限

行使期限
2024年６月26日（水曜日）
午後6時30分受付分まで

2024年６月26日（水曜日）
午後6時30分到着分まで

ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行㈱ 証券代行部（以下）までお問い合わせください。
「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の

操作方法等に関するお問い合わせ先 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先

 フリーダイヤル 0120-768-524
（年末年始を除く 9：00～21：00）  

フリーダイヤル 0120-288-324
（平日 9：00～17：00）

お問い合わせ先

議決権行使書

株主総会へのご出席による議決権行使
同封の議決権行使書用紙を
ご持参いただき、
会場受付にご提出ください。

当日の議事資料として、本招集ご通知をご持参ください。

書面（郵送）による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に
各議案に対する賛否をご記入
いただきご返送ください。
議決権行使書面において、
議案に賛否の表示がない
場合は、賛成の意思表示を
されたものとして取り扱わせ
ていただきます。

インターネットによる議決権行使
当社指定の
議決権行使ウェブサイト
にて各議案に対する賛否
をご入力ください。

詳細につきましては、次頁をご参照ください。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権の行使は、株主の皆様の大切な権利です。
議決権は、以下の方法によりご行使いただくことができます。
電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、ご行使くださいますようお願い申し
上げます。



「スマート行使」について

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマー
トフォン用議決権行使ウェブサイトログインＱ
Ｒコード」を読み取りいただくことにより、「議
決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要
でアクセスできます。こちらでは１回に限り
議決権を行使できます。

4

インターネットによる議決権行使のご案内
１．「スマート行使」による方法
（１）同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマートフォン等でお読み取りいただき、

「スマート行使」へアクセスした上で、画面の案内に従って行使内容をご入力ください
（ID・パスワードのご入力は不要です）。

（２）「スマート行使」による議決権行使は１回限りです。行使内容を修正したい場合は、お手数
ですが下記２．に記載の方法でご修正いただきますようお願い申し上げます。

２．ID・パスワード入力による方法
（１）「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記

載の議決権行使コード及びパスワードにてログインの上、画面の案内に従って行使内容をご
入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いた
だく必要があります。

議決権行使ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
（２）パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株

主総会時は新たに発行いたします。
（３）パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段ですので大切にお取り扱

いください。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
（４）パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場

合、画面の案内に従ってお手続きください。

３．ご注意
（１）行使期限は2024年６月26日（水曜日）午後６時30

分までであり、同時刻までにご入力を終える必要があ
ります。お早めの行使をお願いいたします。

（２）郵送による議決権行使とインターネットによる議決権
行使を重複された場合は、インターネットによるもの
を有効とします。インターネットにより複数回行使さ
れた場合は、最後に行使されたものを有効とします。

（３）インターネット接続・利用に係る費用は株主様のご負
担となります。

（４）インターネットによる議決権行使は一般的なインター
ネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご
利用の機器やその状況によってはご利用いただけない
場合があります。

（注）「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標で
す。

以 上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

議 案 剰余金処分の件
当期の剰余金の処分につきましては、当期の業績、経営環境等を勘案し、また内部留保にも

意を用い、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
（1）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金 73円 総額 206,781,187 円
（2）剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

以 上
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事 業 報 告
（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国経済においては、世界的なインフレ加速とそれに付随する
人件費や資材コスト高の影響によって、企業の調達から販売に至るほぼ全ての事業活動に大
きな影響が発生し、日銀の政策決定の動向も見通しが困難な状況となっております。
こうした不透明な経済情勢である一方、東京の不動産に対する国内富裕層、海外資産家層

および投資家からの購入意欲は依然として高い状況が続いており、高額帯の不動産の購買ニ
ーズは旺盛な状況が続いています。世界から見た東京エリアの不動産の安定した利回り、割
安感といった特性から、収益用不動産事業は当社グループにおいても高い利益の源泉となり
ました。
一方で、当社グループが属する東京23区エリアの住宅市場においては、低い住宅ローン金

利や安定した不動産価値、といった顧客の購入動機に対するプラス要因は確かに存在するも
のの、円安や資材コスト高に起因する国内のインフレによる不動産価格の上昇により、当社
グループの商品販売において購入見込み顧客の母集団形成に労力がかかり、想定通りに販売
できない商品が発生するなど、事業環境に対して慎重な判断が必要な局面となっています。
このような環境の中で、当社グループは、「唯一無二の豊かさを創造する」の経営理念のも

と、積極的な若手人材採用と育成により、新規顧客へのアプローチの量と質を向上させ、一
方で既存顧客に対しては長期的なサポート及び丁寧な提案を行うことで、依然として高い紹
介・リピート率を継続しております（2024年３月期における全成約顧客における紹介・リ
ピート率は29.6％）。
商品仕入れについては、販売用自社物件の在庫を積み増すことができ、当連結会計年度末

の棚卸在庫総額は6,847,525千円となり、前年同期と比べ1,409,163千円の増加（前年同期
比25.9％増）となりました。
以上の結果、連結売上高が17,041,468千円（前年同期比13.5％増）となり過去最高を更

新した一方で、連結営業利益は1,279,812千円（前年同期比23.9％減）、連結経常利益は
1,185,058千円（前年同期比26.1％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は790,228千円
（前年同期比24.8％減）となりました。
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セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
①sumuzu事業
sumuzu事業においては、自社メディアやSNSの活用で関心の高い顧客層へ確実にコンテ

ンツを届け、住宅購入を検討中の潜在層にも幅広くアプローチする集客体制を実現したこと
で、不動産販売件数を伸長することができた一方で、仕入コストアップおよび値引き等によ
り在庫販売による利益が押し下げられました。その結果、売上高は16,938,462千円（前年
同期比13.6％増）となりました。また、セグメント利益は1,586,525千円（前年同期比19.2
％減）となりました。

②賃貸事業
賃貸事業において、自社で長期的に保有する収益物件の入居率は比較的安定しております

が、固定資産の売却、および一部入居者の退去が発生しました。その結果、売上高は
102,000千円（前年同期比6.8％減）、セグメント利益は45,667千円（前年同期比13.0％減）
となりました。

（事業セグメントと売上構成）
（単位：千円）

セグメント区分
前期：第23期

（2023年３月期）
当期：第24期

（2024年３月期） 前期比
金額 構成比 金額 構成比

sumuzu事業 14,906,569 99.3％ 16,938,462 99.4％ 113.6％
賃貸事業 109,462 0.7％ 102,000 0.6％ 93.2％
その他の事業 995 0.0％ 1,006 0.0％ 101.0％
合計 15,017,028 100.0％ 17,041,468 100.0％ 113.5％

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
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（2）設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資の総額は72,778千円であります。その主なものは東京

都世田谷区の桜新町本店ビルのリノベーション工事64,943千円及び業務拡大に伴うオフィ
スPCの購入4,811千円であります。

（3）資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

（4）対処すべき課題
当社グループが属する不動産業界では、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより

「家」が持つ役割が多様化いたしました。具体的には、仕事場という役割の付加、家で家族
と過ごす時間の増大、顧客の住替え需要の増大であります。ウィズコロナを前提とした社会
経済活動により、郊外への転出需要は縮小傾向になっておりますが、立地・収益性等で希少
価値のある東京23区エリアの不動産取引は底堅く推移していくものと推測しております。こ
のような環境の中で、当社グループは、より便利・安全で満足度の高い不動産取引の実現及
び価値の提供を行っていきます。
そのために、以下の事項を今後の主要な課題として認識し、事業展開を図ってまいります。

① 人員増強と教育による強い営業組織の構築
当社グループが行う不動産事業において、サービスを提供する営業人員のサービスレ

ベルやスキルは、事業の成長において非常に重要なファクターであると認識しています。
そのため、積極的な人員採用と教育を行い、併せて適正な評価制度や労務環境を整備す
ることによって人員拡大を図っていきます。

② 顧客情報の整備とマーケティングへの活用
当社グループには、創業以来の富裕層顧客のデータ、及び購入見込顧客情報の豊富な

蓄積があります。当該データの分析・活用を促進することで、成約率の向上、リピー
ト・紹介率の向上によって売上・利益の向上を図り、かつ高い在庫回転率を維持するこ
とで、より強固な財務体質を構築していきます。
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③ 建築請負マッチングコンサルティングの強化
当社グループでは、対面での営業活動とインサイドセールスを連携させ、注文住宅の

コンサルティングサービスを提供しております。コンサルティングサービスによって、
より高い付加価値を提供することで、顧客紹介や顧客単価の向上を見込むことができま
すので、設計士をはじめ、優秀なコンサルタントの採用及び育成を行っていきます。

④ 事業エリアの拡大
当社グループでは東京城南６区（世田谷・目黒・大田・品川・渋谷・港）を中心に事

業を展開しており、目黒、桜新町、自由が丘の３拠点体制となっています。今後の重点
拡大エリアとしては文京区、杉並区、豊島区、中野区をターゲットとしており、新たな
拠点の設立による拡大エリアにおける営業効率の向上を視野に入れつつ、東京都内の富
裕層顧客のシェア拡大を目指すとともに、培ってきた事業ノウハウをベースに同エリア
での事業展開を加速させていきます。

⑤ 安定的かつ継続的な仕入れの実施
当社グループにとって、自社保有の販売物件を有することが大きな競争力の１つであ

ります。そのため、販売物件の安定的かつ継続的な仕入れが当社グループの重要な経営
課題であります。蓄積データの分析による顧客ニーズの把握、事業エリアの特長に応じ
た物件開発のほか、既存の仕入れルートの強化に加え、新たな仕入先も積極的に開拓し
ます。

⑥ 収益用不動産物件開発の強化
既存の顧客層に対する新規の販売商品として収益用不動産の開発・販売を強化してお

ります。既存の顧客に対して販売を行うことができるという特性から、さらに営業効率
を高め、より高い利益を獲得できる可能性があると考えており、今後の事業拡大におけ
る重要な施策の１つとして営業人員数及び物件獲得数を強化していきたいと考えていま
す。

⑦ 内部管理体制の強化
継続的に当社グループが成長を遂げていくためには、経営上のリスクを適切に把握し、

当該リスクをコントロールするための内部管理体制の強化が重要な課題と考えておりま
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す。具体的には、監査役と内部監査担当者との積極的な連携、定期的な内部監査の実施、
有効かつ効果的な監査役監査の実施、社内経営陣によるコンプライアンス委員会の開催
を通じて内部管理体制を強化します。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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（5）直前３事業年度の財産及び損益の状況
①企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第21期 第22期 第23期 第24期

（当連結会計年度）

2021年
３月期

2022年
３月期

2023年
３月期

2024年
３月期

売上高 （千円） 8,207,378 11,129,334 15,017,028 17,041,468

経常利益 （千円） 639,223 1,419,119 1,603,357 1,185,058
親会社株主に帰属する
当期純利益 （千円） 429,454 937,198 1,050,262 790,228

１株当たり当期純利益 （円） 153.20 331.55 371.42 279.22

総資産 （千円） 9,021,346 12,768,811 13,896,725 15,285,571

純資産 （千円） 4,820,177 5,648,215 6,542,898 7,146,293

１株当たり純資産 （円） 1,706.73 1,997.47 2,313.89 2,522.86
（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第22期の期首から適用しており、第22期
以降の主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

②当社の財産及び損益の状況

区 分
第21期 第22期 第23期 第24期

（当 事 業 年 度）

2021年
３月期

2022年
３月期

2023年
３月期

2024年
３月期

売上高 （千円） 838,499 831,078 1,089,238 1,229,829

経常利益 （千円） 326,887 103,885 457,526 86,386

当期純利益 （千円） 319,432 131,781 440,688 49,429

１株当たり当期純利益 （円） 113.95 46.62 155.85 17.47

総資産 （千円） 4,848,101 5,883,438 6,100,768 5,894,170

純資産 （千円） 3,567,037 3,589,658 3,874,767 3,737,362

１株当たり純資産 （円） 1,263.02 1,269.47 1,370.31 1,319.40
（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第22期の期首から適用しており、第22期
以降の主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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（6）重要な子会社の状況
① 重要な子会社の状況

会社名 本社所在地 資本金 出資比率 主要な事業内容

株式会社グランデ 東京都目黒区 100,000千円 100.0％ 不動産販売事業

② 当事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

（7）主要な事業内容（2024年３月31日現在）
事業区分 事業内容

sumuzu事業 住宅用地の仕入販売、不動産仲介、注文住宅建築に伴う建築業者の紹介及び収益用不動
産の開発・販売

賃貸事業 当社保有不動産の賃貸

その他の事業 賃貸物件管理事業及び保険代理店事業

（8）主要な事業所（2024年３月31日現在）
① 当社

名 称 所在地

目黒本社 東京都目黒区

桜新町本店 東京都世田谷区

自由が丘センター 東京都世田谷区

② 子会社
「（6）重要な子会社の状況」をご参照ください。
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（9）従業員の状況
（2024年３月31日現在）

① 企業集団の従業員数
セグメントの名称 従業員数（名）

sumuzu事業 89

賃貸事業 1

全社（共通） 12

合計 102
（注）１．全社（共通）としている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部等に所属しているもの

であります。
２．事業拡大に伴う採用増により、前連結会計年度末に比べ従業員数が13名増加しております。

② 当社の従業員数
従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

81 31.8 2.9 5,832

セグメントの名称 従業員数（名）

sumuzu事業 68

賃貸事業 1

全社（共通） 12

合計 81
（注）１．全社（共通）としている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部等に所属しているもの

であります。
２．平均年間給与は賞与を含んでおります。
３．事業拡大に伴う採用増により、前事業年度末に比べ従業員数が11名増加しております。
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（10）主要な借入先（2024年３月31日現在）

借入先の名称 借入残高（千円）

株式会社みずほ銀行 1,777,529
株式会社きらぼし銀行 1,182,846
株式会社三菱UFJ銀行 839,332
株式会社群馬銀行 779,600
株式会社りそな銀行 686,367
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
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2. 会社の株式に関する事項（2024年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 8,000,000株
（2）発行済株式の総数 2,832,793株
（3）株主数 1,270名
（4）大株主（上位10名）の状況

株主名 持株数 持株比率

岡 田 和 也 1,162,500株 41.04％

エ ム ジ ェ イ ・ ア ー ル 合 同 会 社 505,700株 17.85％

岡 田 英 利 子 120,000株 4.24％

岡 田 光 盛 120,000株 4.24％

蔭 山 恭 一 84,800株 2.99％

槇 田 重 夫 61,900株 2.19％
吉 田 知 広 56,000株 1.98％
柴 田 健 一 37,000株 1.31％
渡 邉 光 章 35,000株 1.24％
宇 野 康 秀 30,000株 1.06％
曽 我 健 30,000株 1.06％
（注） 持株比率は自己株式（174株）を控除して算出しております。

（5）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項（2024年３月31日現在）
（1）当事業年度末日における新株予約権等の状況

項 目 第１回新株予約権
（2017年12月25日発行）

第２回新株予約権
（2018年12月13日発行）

第３回新株予約権
（2019年３月18日発行）

新株予約権の数（注） 25,000個 5,000個 6,000個

新株予約権の目的とな
る株式の種類及び数

普通株式 25,000株
（新株予約権１個につき１
株）

普通株式 5,000株
（新株予約権１個につき１
株）

普通株式 6,000株
（新株予約権１個につき１
株）

新株予約権の発行価額 無償 無償 無償
新株予約権の行使価額 １個あたり1,120円 １個あたり1,320円 １個あたり1,320円
新株予約権を行使する
ことができる期間

2019年12月26日
〜2027年11月25日

2020年12月14日
〜2028年11月13日

2021年３月19日
〜2029年２月18日

新株予約権の主な行使
条件

①新株予約権の割当を受け
た者（以下「新株予約権
者」という。）は、権利
行使時においても、当社
又は当社子会社の取締
役、監査役、従業員の地
位を有していなければな
らない。ただし、取締役
会が正当な理由があると
認めた場合は、この限り
ではない。

②当社の普通株式いずれか
の金融商品取引所に上場
されていること。

③新株予約権者が死亡した
場合、その相続人による
新株予約権の権利行使は
認めないものとする。

①新株予約権の割当を受け
た者（以下「新株予約権
者」という。）は、権利
行使時においても、当社
又は当社子会社の取締
役、監査役、従業員の地
位を有していなければな
らない。ただし、取締役
会が正当な理由があると
認めた場合は、この限り
ではない。

②当社の普通株式いずれか
の金融商品取引所に上場
されていること。

③新株予約権者が死亡した
場合、その相続人による
新株予約権の権利行使は
認めないものとする。

①新株予約権の割当を受け
た者（以下「新株予約権
者」という。）は、権利
行使時においても、当社
又は当社子会社の取締
役、監査役、従業員の地
位を有していなければな
らない。ただし、取締役
会が正当な理由があると
認めた場合は、この限り
ではない。

②当社の普通株式いずれか
の金融商品取引所に上場
されていること。

③新株予約権者が死亡した
場合、その相続人による
新株予約権の権利行使は
認めないものとする。

（注）当事業年度の末日（2024年３月31日）における内容を記載しております。

（2）当事業年度末日における当社役員の保有状況

保有者
第１回

新株予約権
（2017/12/25）

第２回
新株予約権

（2018/12/13）

第３回
新株予約権

（2019/３/18）
保有者数

取締役
（社外取締役を除く） 25,000個 0個 0個 1名

社外取締役 0個 0個 5,000個 1名
監査役 0個 5,000個 0個 1名

（3）当事業年度中に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2024年３月31日現在）

地位及び担当 氏 名 重要な兼職の状況

代表取締役社長 岡 田 和 也 株式会社グランデ 取締役
専務取締役
流通営業本部長 古 室 健 株式会社グランデ 代表取締役

取締役 松 村 隆 平 ―

取締役 西 村 弘 之 MUI株式会社 代表取締役

常勤監査役 諌 山 祐 美 MRT株式会社 監査役

監査役 岡 本 弘 ―

監査役 堀 内 雅 生

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 常勤監査役
株式会社サイバーエージェント 社外取締役監査等委員
フォースタートアップス株式会社 社外取締役
株式会社ペイロール 社外取締役監査等委員

（注）1. 取締役西村弘之氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役諌山祐美氏、岡本弘氏、堀内雅生氏は、ともに会社法第２条第16号に定める社外監査役であり

ます。
3. 当社は、取締役西村弘之氏、監査役諌山祐美氏、岡本弘氏及び堀内雅生氏を株式会社東京証券取引所

の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 監査役諌山祐美氏、岡本弘氏、堀内雅生氏は、ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有する

ものであります。
5. 2023年６月29日開催の第23回定時株主総会において松村隆平氏が新たに選任され就任いたしまし

た。
6. 2023年６月29日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって、佐藤晴朗氏は取締役を退任いたしま

した。

（2）責任限定契約の内容
当社と取締役西村弘之氏、監査役諌山祐美氏、岡本弘氏及び堀内雅生氏は、会社法第427

条第１項の規定により、同法第423条第１項に定める責任について、その職務を行うにつき
善意であり、かつ重大な過失がない場合には同法第425条第１項各号に定める金額の合計額
を限度とする契約を締結しております。
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（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社グループの取締役、監査役及び管理的立場にある従業員を被保険者

として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保
険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が当社の役員等としての業
務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して被保険者に対して損害賠償請求がなされ
たことにより、被保険者が損害賠償金及び訴訟費用を負担することで被る損害が填補されま
す。ただし、被保険者が法令違反を認識しながら行った行為等に起因する損害等は対象外と
することにより、職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じておりま
す。なお、保険料は当社が負担しております。

（4）取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 対象人員 当事業年度に係る
報酬等の総額 摘 要

取締役
（うち社外取締役）

5名
（ 1名）

111,230
(3,180

千円
千円） （注）2、4、5

監査役
（うち社外監査役）

3名
（ 3名）

13,260
(13,260

千円
千円） （注）3

合 計 8名
（ 4名）

124,490
(16,440

千円
千円） ―

（注）1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
2. 取締役の報酬限度額は、2017年６月23日開催の第17回定時株主総会において、年額200,000千円以

内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は４名であります。
3. 監査役の報酬限度額は、2017年６月23日開催の第17回定時株主総会において、年額20,000千円以

内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は２名であります。
4. 上記の取締役の対象人員及び当事業年度に係る報酬等の総額には、2023年６月29日開催の第23回定

時株主総会の終結の時をもって退任した取締役１名を含んでおります。
5. 株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の個別報酬額の決定については、取締役会決議

に基づいて代表取締役社長岡田和也に再一任しております。業績並びに当社及び同業他社の利益水準
等を基礎としつつ、各取締役の日常的な職務執行の状況を勘案して決定するにあたっては代表取締役
社長が決定することが適切と判断したためであります。なお、各取締役の個別報酬額の決定に際して
は、代表取締役社長は社外取締役への意見聴取を実施することとし、当該手続きを通じて決定プロセ
スの適正化を図っております。
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（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職の状況及び当該兼職先と当社との関係
氏 名 兼職先会社名 兼職の内容 当社との関係

西 村 弘 之
(社外取締役) MUI株式会社 代 表 取 締 役 当社とMUI株式会社との間に重要な取引そ

の他の関係はありません。
諌 山 祐 美
(常勤監査役) MRT株式会社 非常勤監査役 当社とMRT株式会社との間に重要な取引そ

の他の関係はありません。

堀 内 雅 生
(社外監査役)

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 常 勤 監 査 役
当社と株式会社USEN-NEXT HOLDINGSと
の間に重要な取引その他の関係はありませ
ん。

株式会社サイバーエージェント 社 外 取 締 役
監 査 等 委 員

当社と株式会社サイバーエージェントとの
間に重要な取引その他の関係はありません。

フォースタートアップス株式会社 社 外 取 締 役
当社とフォースタートアップス株式会社と
の間に重要な取引その他の関係はありませ
ん。

株式会社ペイロール 社 外 取 締 役
監 査 等 委 員

当社と株式会社ペイロールとの間に重要な
取引その他の関係はありません。
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② 当該事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主な活動内容

社外取締役 西 村 弘 之
当事業年度に開催された取締役会21回の全てに出席し、企業経営に関す

る豊富な経験と専門的知識に基づいて、経営方針や経営計画などに関する
有益な助言、提言を行っております。

常勤監査役 諌 山 祐 美

当事業年度に開催された取締役会21回の全てに出席し、公認会計士とし
ての知見・経験に基づいて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための発言を行っております。
また、当事業年度に開催された監査役会14回の全てに出席し、当社の経

営の監視と健全な経営のために必要な適切な発言を行っております。

社外監査役 岡 本 弘

当事業年度に開催された取締役会21回の全てに出席し、主に出身分野で
ある金融機関を通じて培った豊富な経験、株式市場に関する専門的な知識
に基づいて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言
を行っております。
また、当事業年度に開催された監査役会14回の全てに出席し、当社の経

営の監視と健全な経営のために必要な適切な発言を行っております。

社外監査役 堀 内 雅 生

当事業年度に開催された取締役会21回の全てに出席し、企業経営に関す
る豊富な経験、財務・経理・税務・内部統制に関する専門的な知識に基づ
いて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っ
ております。
また、当事業年度に開催された監査役会14回の全てに出席し、当社の経

営の監視と健全な経営のために必要な適切な発言を行っております。
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5. 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

（2）報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 35,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額 35,000千円

（注）1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査
人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2.会計監査人の報酬等については、監査役会が取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の
入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や
報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意
を行っております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定
した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びそ
の理由を報告いたします。
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6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務

の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人（以下「取締役等」という）の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制
（1）取締役等には、その職務執行が法令及び定款に適合するとともに、企業倫理を重んじ、

社会的責任を果たすことを徹底しております。
（2）コンプライアンス推進の主管部門を定め、管理部としております。
（3）取締役やその他の管理職によって構成されるコンプライアンス委員会を設置し、コンプ

ライアンスに関する研修・意識共有を行うことにより、コンプライアンスに関する知識を
高め、これを尊重する意識を醸成しております。
当事業年度においてはコンプライアンス委員会を４回開催し、特定テーマについて集中

的に議論いたしました。
（4）「取締役会規程」及び「会議体規程」に基づき、会議体において各取締役及び各部門長

の職務の執行状況について円滑な報告がなされる体制を整備しております。
当事業年度においては取締役会を21回開催し、意思決定の適正化を図るとともに、社

外取締役及び社外監査役に対して定期的な業務報告を実施しております。
（5）組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌等を定めた「職務分掌規程」、及び各職位の責

任体制の運用に関する基本的事項を定めた「職務権限規程」に基づき、これらの規程に従
い職務の執行がなされる体制を整備し、経営環境の変化に対応しております。

（6）連絡先が監査役及び顧問弁護士に設定された「内部通報窓口」を設置し、社内の法令違
反について適切な情報供給がなされる体制を構築しており、内部通報窓口の存在の周知
と、運用方法については内部通報規程によって社内に周知し、相談者・通報者に対して不
利益な取扱いは行わないこととしております。

（7）内部監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備し、高い専門性及び倫理
観を有する内部監査人による監査を実施しております。

② 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
（1）「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営について自主性を尊重しつつ、業績、経

営計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に報告を求めるとともに、当該子会社
において重要な事象が発生した場合には、適宜報告を求めるものとしております。

（2）管理部・経営企画部・内部監査人が子会社のコンプライアンス体制・リスク管理体制を
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監視すると同時に、内部統制システムの状況を監査し、整備・運用を指導しております。
（3）当社内に子会社の内部通報窓口を設けることにより、業務の適正確保に努めておりま

す。
③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）「取締役会規程」に基づき、月１回の定例取締役会並びに、随時行う臨時取締役会にお

いて重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況についての情報を共有しております。
（2）予算制度に基づき、月次業績をタイムリーに把握し、必要に応じ対応策を検討・実施し

ております。
④ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行状況の報告は、取締役会議事録等の文書（関連資料及び電子媒体等に記
録されたものを含む以下「文書」という）に保存され、その情報の管理については、「文書
管理規程」及び「情報セキュリティ管理規程」により定めております。

⑤ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理担当責任者は管理部長とし、リスク管理の統括部門は管理部としております。

リスク管理担当責任者並びに管理部は、「リスク管理規程」に基づき、事業全体のリスクを
網羅的に把握・管理する体制（以下「リスク管理体制」という）の構築を行い、これを運用
するリスク管理体制は、社会環境の変化に対応しております。
当事業年度においては、リスクの顕在化を防止することを目的として、業法等の遵守に係

る研修会を実施しております。
⑥ 財務報告の信頼性を確保するための体制
（1）代表取締役は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の

最重要項目の一つと位置づけ、財務報告の信頼性確保を推進しております。
（2）財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制

が有効に機能する体制構築を図っております。
（3）財務報告の信頼性を確保するために、内部監査人により、業務プロセスのリスク評価を

継続的に実施するとともに、評価結果を代表取締役に報告しております。
⑦ 監査役監査の実効性を確保するための体制
（1）監査役がその職務を補助する使用人（以下、「補助使用人」という）を置くことを求め

た場合は、適切な人員を選定することができます。
（2）当該補助使用人に対する指示の実効性と取締役からの独立性を確保するために、当該補

助使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の同意を要するものとしております。
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（3）監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助使用人は、その命令に関して取締役、そ
の他の使用人の指揮命令を受けないものとしております。

（4）取締役等は、法定事項の他以下の事項を監査役に報告することとしております。
ａ．当社の経営・業績に影響を及ぼす重要な事項。
ｂ．当社の内部監査部門の活動概要。
ｃ．当社の内部統制に関する活動概要。
ｄ．リスク・コンプライアンスホットラインの運用・通報の状況。

（5）会社は、監査役へ報告した者に、当該報告をしたことを理由として人事上の不利な取扱
いをしてはならないこととしております。

（6）監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他
の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べております。

（7）監査役の職務の執行について生ずる弁護士、公認会計士等に対する費用の前払又は償還
の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査役の職務に必
要でないと認められる場合を除き、会社がこれを負担しております。

（8）監査役会は、代表取締役、会計監査人、内部監査人と定期的な会議等をもち、また監査
役と内部監査人・会計監査人との十分な連携を図ることにより、監査が実効的に行われる
ための体制を整備しております。

（9）監査役会は稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役等に
対し、その説明を求めることができることとしております。
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7. 会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針を支配する者のあり方に関する基本方針については、特

に定めておりません。

8. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主への利益還元を経営の重要施策の１つと考え、継続的かつ安定的に実施すること

を基本方針としております。今後におきましても、内部留保金を長期的な企業価値の向上に寄与
する効果的な投資に活用することで、自己資本の充実を図るとともに、経営成績、財政状態及び
キャッシュ・フローのバランスを総合的に勘案しつつ、利益の状況に応じた適正な水準での利益
還元を行ってまいります。
当期の配当につきましては、１株当たり73円とする予定でおります。また、次期の配当につ

きましては、上記の基本方針に基づき１株当たり配当金を75円として増配する予定でおります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2024年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 12,355,776 流 動 負 債 4,765,039

現 金 及 び 預 金 5,176,051 短 期 借 入 金 3,912,125
棚 卸 資 産 6,847,525 1年内返済予定の長期借入金 248,056
そ の 他 332,199 未 払 法 人 税 等 170,202

固 定 資 産 2,929,794 賞 与 引 当 金 27,425
有 形 固 定 資 産 2,733,728 株 主 優 待 引 当 金 13,136
建 物 及 び 構 築 物 838,207 損 害 賠 償 損 失 引 当 金 14,713
車 両 運 搬 具 572 そ の 他 379,380
工 具、 器 具 及 び 備 品 29,851 固 定 負 債 3,374,238
土 地 1,865,097 長 期 借 入 金 3,322,943

無 形 固 定 資 産 1,232 損 害 賠 償 損 失 引 当 金 13,541
商 標 権 1,232 そ の 他 37,753

投 資 そ の 他 の 資 産 194,833 負 債 合 計 8,139,277
そ の 他 194,833 （純 資 産 の 部）

株 主 資 本 7,146,293
資 本 金 491,354
資 本 剰 余 金 704,222
利 益 剰 余 金 5,951,229
自 己 株 式 △513

純 資 産 合 計 7,146,293
資 産 合 計 15,285,571 負債・純資産合計 15,285,571

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 17,041,468
売 上 原 価 13,859,388

売 上 総 利 益 3,182,080
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,902,268

営 業 利 益 1,279,812
営 業 外 収 益

為 替 差 益 737
不 動 産 賃 貸 料 174
助 成 金 収 入 2,053
違 約 金 収 入 4,952
そ の 他 911 8,828

営 業 外 費 用
支 払 利 息 94,864
そ の 他 8,718 103,582
経 常 利 益 1,185,058

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 47,735 47,735

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 4,478
損 害 賠 償 損 失 引 当 金 繰 入 額 25,074 29,553
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,203,240
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 422,425
法 人 税 等 調 整 額 △9,413 413,011
当 期 純 利 益 790,228
親会社株主に帰属する当期純利益 790,228

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

(単位：千円)
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 488,554 701,422 5,353,282 △360 6,542,898 6,542,898

当期変動額
新株の発行（新株予約
権の行使） 2,800 2,800 − − 5,600 5,600

剰余金の配当 − − △192,281 − △192,281 △192,281
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 − − 790,228 − 790,228 790,228

自己株式の取得 − − − △152 △152 △152

当期変動額合計 2,800 2,800 597,947 △152 603,394 603,394

当期末残高 491,354 704,222 5,951,229 △513 7,146,293 7,146,293

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表
自 2023年 ４月１日
至 2024年 ３月31日

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項）
１. 連結の範囲に関する事項
全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数 １社
連結子会社の名称
株式会社グランデ

２. 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

３. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産（販売用不動産及び仕掛販売用不動産）
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）を

採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備は除く）及び2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ８〜50年
車両運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ３〜20年

②無形固定資産
定額法を採用しております。

商標権 10年
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(3) 重要な引当金の計上基準
①賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う額を

計上しております。

②株主優待引当金
株主優待制度に基づき、株主に付与したポイントの利用に備えるため、当連結会計年度末において将

来利用されると見込まれる額を計上しております。

③損害賠償損失引当金
損害賠償金等の支払に備えるため、当連結会計年度末において将来に発生しうる損失の見積額を計上

しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準
①仲介・販売手数料

不動産売買における仲介は、売主と買主の間に立って条件交渉及び取引成立に向けた調整を行い、
不動産売買契約を成立させ、不動産の引き渡しまでをサポートする事業であります。宅地建物取引業
法で規定される媒介契約に基づき、契約成立に向けた重要事項説明書・契約書の作成・説明、及びそ
れに付随する業務を行い、最終的な不動産の所有権移転までに必要な一連の専門業務に関する一切の
業務について履行義務を負っております。そのため、当該履行義務は媒介契約の目的物である不動産
が買主へ引き渡された時点を以って媒介業務が完了し、履行義務が充足されるため、当社が受領する
不動産売買における仲介手数料は、売主から買主への不動産引き渡し完了時点において収益を計上し
ております。

②不動産販売
不動産販売において当社は、顧客との不動産売買契約書に基づき目的不動産の引き渡しを行う義務

を負っております。不動産契約後、顧客から不動産売買契約で定めた売買代金を受領すると同時に、
対象不動産を引き渡すことを以って履行義務が充足されるものであるため、顧客への対象不動産の引
き渡し完了時点において収益を計上しております。

(表示方法の変更に関する注記）
前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「損害賠償損失引当

金」（前連結会計年度3,180千円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記するこ
ととしております。
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(会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しておりま

す。当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度
の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクが有る項目は以下のとおりです。

１．有形固定資産の減損損失の認識の要否
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

連結貸借対照表の有形固定資産には海外に保有する賃貸不動産が68,981千円含まれております。当
該賃貸不動産については、本社費等の間接費用を負担させた後の営業活動から生じる損益が２期連続で
赤字であることから、減損の兆候があると判断し、減損損失の計上の要否について検討を行いました。
検討の結果、当該賃貸不動産について、割引前将来キャッシュ・フローが固定資産の帳簿価額を超える
ため、減損損失は計上しておりません。

(2) 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
減損の兆候があると認められる場合には、対象となる賃貸不動産から得られる割引前将来キャッシ

ュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。判定の結
果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要と判定された場
合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。
割引前将来キャッシュ・フローは、社外の不動産評価の専門家による評価を利用した正味売却価額に

基づき見積られております。正味売却価額の算定は、比較する取引事例や物件の個別性を反映するため
の補正等について主観的な判断を伴うため、将来の不動産市況の変動等により正味売却価額が大きく変
動した場合には、当社グループの翌連結会計年度の業績を変動させる可能性があります。

２．棚卸資産の評価
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

連結貸借対照表の棚卸資産には、収益性の低下による評価損計上の要否について慎重な判断を要する
販売用不動産が229,182千円含まれております。

(2) 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
販売用不動産の評価は、取得原価と正味売却価額のいずれか低い方の金額で評価し、取得原価との差

額を収益性の低下による簿価切下げ額として売上原価に計上しております。収益性の低下が懸念される
販売用不動産の正味売却価額については、社外の不動産評価の専門家による評価に基づき算定しており
ます。正味売却価額は収益還元法や開発法等により算定されますが、収益還元法においては賃料やキャ
ップレート、開発法においては分譲単価等の見積りに主観的な判断を伴うため、将来の不動産市況の変
動等により正味売却価額が大きく変動した場合には、当社グループの翌連結会計年度の業績を変動させ
る可能性があります。
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（連結貸借対照表に関する注記）
１. 棚卸資産の内訳は、以下のとおりであります。

当連結会計年度
(2024年３月31日)

販売用不動産 5,001,600千円
仕掛販売用不動産 1,845,925 〃

計 6,847,525千円

２. 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

当連結会計年度
(2024年３月31日)

棚卸資産 5,992,874千円
建物及び構築物 564,247 〃
土地 1,571,312 〃

計 8,128,434千円

当連結会計年度
(2024年３月31日)

短期借入金 3,912,125千円
１年内返済予定の長期借入金 233,056 〃
長期借入金 3,264,516 〃

計 7,409,697千円

３. 有形固定資産の減価償却累計額 221,022千円

４. 流動負債の「その他」のうち、契約負債の金額は以下のとおりであります。
当連結会計年度

(2024年３月31日)
契約負債 65,769千円
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（連結損益計算書に関する注記）
顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分しておりません。顧客との
契約から生じる収益の金額は連結計算書類「（収益認識に関する注記）１.顧客との契約から生じる収益を
分解した情報」に記載しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１. 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首（株） 増加（株） 減少（株） 当連結会計年度末（株）
普通株式 2,827,793 5,000 − 2,832,793

２. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力

発生日
2023年６月29日
定時株主総会 普通株式 192,281 68.00 2023年

３月31日
2023年
６月30日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株式の
種類

配当の
原資

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力

発生日
2024年６月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 206,781 73.00 2024年

３月31日
2024年
６月28日

３．新株予約権に関する事項
当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 36,000株
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（金融商品に関する注記）
１. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業を行うための資金計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達して

おります。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。
デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
借入金は主に販売用不動産の購入に係る資金調達であり、流動性リスクに晒されております。未払法

人税等は、１年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
管理部が資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理して

おります。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動

要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあり
ます。

２. 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、「現金及

び預金」、「短期借入金」及び「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済される
ため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

連結貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

長期借入金(1年内返済予定含む） 3,571,000 3,574,922 3,922
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３.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される

当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうちレベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 ― 3,574,922 ― 3,574,922
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金

長期借入金の時価は元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した料率を基に、
割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（賃貸等不動産に関する注記）
当社及び連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用の物件

を所有しております。
2024年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は45,667千円(賃貸収益は売上高に、主な賃

貸費用は売上原価に計上)であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

(単位：千円)

連結貸借対照表計上額
期首残高 1,256,814
期中増減額 △74,895
期末残高 1,181,918

期末時価 1,568,834
(注)１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で

あります。
２．期中増減額は、主として不動産売却（60,722千円）及び減価償却（15,056千円）による減少で
あります。
３．期末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書等に基づく金額であります。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産 2,522円86銭
１株当たり当期純利益 279円22銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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(収益認識に関する注記)
１.顧客との契約から生じた収益を分解した情報

当連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）
(単位：千円)

報告セグメント その他
(注) 合計

sumuzu 賃貸 計
仲介・販売手数料 599,736 − 599,736 − 599,736
不動産販売 16,315,678 − 16,315,678 − 16,315,678
その他 130 − 130 1,006 1,136

顧客との契約から生じる収益 16,915,545 − 16,915,545 1,006 16,916,551
その他の収益 22,917 102,000 124,917 − 124,917
外部顧客への売上高 16,938,462 102,000 17,040,462 1,006 17,041,468
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸物件管理事業及び保険代理
店事業を含んでおります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算書類作成のための基

本となる重要な事項）３．会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとお
りであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結
会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
(1) 契約負債の残高等

当連結会計年度
契約負債(期首残高) 96,669千円
契約負債(期末残高) 65,769千円
契約負債は、主に土地等の不動産売買契約に基づいて、顧客から受け取った手付金等の前受金に関す

るものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、96,669

千円であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
該当ありません。
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貸 借 対 照 表
（2024年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 2,089,630 流 動 負 債 294,046

現 金 及 び 預 金 1,898,133 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 105,056
売 掛 金 155,589 未 払 金 37,811
前 払 費 用 26,900 未 払 費 用 19,392
そ の 他 9,006 未 払 法 人 税 等 28,212

固 定 資 産 3,804,540 契 約 負 債 21,789
有 形 固 定 資 産 2,676,648 預 り 金 19,609
建 物 834,271 前 受 収 益 3,555
車 両 運 搬 具 572 賞 与 引 当 金 22,950
工 具、 器 具 及 び 備 品 24,392 株 主 優 待 引 当 金 13,136
土 地 1,817,411 損 害 賠 償 損 失 引 当 金 10,000

無 形 固 定 資 産 941 そ の 他 12,532
商 標 権 941 固 定 負 債 1,862,761

投 資 そ の 他 の 資 産 1,126,950 長 期 借 入 金 1,830,143
関 係 会 社 株 式 1,040,000 そ の 他 32,617
繰 延 税 金 資 産 31,652 負 債 合 計 2,156,808
そ の 他 55,297 （純 資 産 の 部）

株 主 資 本 3,737,362
資 本 金 491,354
資 本 剰 余 金 481,354
資 本 準 備 金 481,354

利 益 剰 余 金 2,765,167
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,765,167
繰 越 利 益 剰 余 金 2,765,167

自 己 株 式 △513
純 資 産 合 計 3,737,362

資 産 合 計 5,894,170 負債・純資産合計 5,894,170
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



39

損 益 計 算 書
（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 1,229,829

売 上 原 価 48,823

売 上 総 利 益 1,181,006

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,095,959

営 業 利 益 85,046

営 業 外 収 益

受 取 配 当 金 2

助 成 金 収 入 2,053

違 約 金 収 入 4,952

そ の 他 1,729 8,737

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7,365

そ の 他 32 7,397

経 常 利 益 86,386

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 4,478

損 害 賠 償 損 失 引 当 金 繰 入 額 10,000 14,478

税 引 前 当 期 純 利 益 71,907

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 19,426

法 人 税 等 調 整 額 3,051 22,478

当 期 純 利 益 49,429
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

(単位：千円)
株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金

合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 488,554 478,554 478,554 2,908,019 2,908,019 △360 3,874,767 3,874,767

当期変動額
新株の発行（新株
予約権の行使) 2,800 2,800 2,800 − − − 5,600 5,600

剰余金の配当 − − − △192,281 △192,281 − △192,281 △192,281

当期純利益 − − − 49,429 49,429 − 49,429 49,429

自己株式の取得 − − − − − △152 △152 △152

当期変動額合計 2,800 2,800 2,800 △142,852 △142,852 △152 △137,404 △137,404

当期末残高 491,354 481,354 481,354 2,765,167 2,765,167 △513 3,737,362 3,737,362

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
自 2023年 ４月１日
至 2024年 ３月31日

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法に基づく原価法

２. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

定率法によっております。ただし、建物（建物附属設備は除く）及び2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ８年〜50年
車両運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ３年〜20年

(2) 無形固定資産
定額法によっております。

商標権 10年

３. 引当金の計上基準
(1)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上
しております。

(2)株主優待引当金
株主優待制度に基づき、株主に付与したポイントの利用に備えるため、当事業年度末において将来利

用されると見込まれる額を計上しております。

(3)損害賠償損失引当金
損害賠償金等の支払に備えるため、当事業年度末において将来に発生しうる損失の見積額を計上して

おります。
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４. 収益及び費用の計上基準
仲介・販売手数料

不動産売買における仲介は、売主と買主の間に立って条件交渉及び取引成立に向けた調整を行い、不
動産売買契約を成立させ、不動産の引き渡しまでをサポートする事業であります。宅地建物取引業法で
規定される媒介契約に基づき、契約成立に向けた重要事項説明書・契約書の作成・説明、及びそれに付
随する業務を行い、最終的な不動産の所有権移転までに必要な一連の専門業務に関する一切の業務につ
いて履行義務を負っております。そのため、当該履行義務は媒介契約の目的物である不動産が買主へ引
き渡された時点を以って媒介業務が完了し、履行義務が充足されるため、当社が受領する不動産売買に
おける仲介手数料は、売主から買主への不動産引き渡し完了時点において収益を計上しております。

（会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。

当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書類に重
要な影響を及ぼすリスクが有る項目は以下のとおりです。

有形固定資産の減損損失の認識の要否
(1）当事業年度の計算書類に計上した金額

貸借対照表の有形固定資産には海外に保有する賃貸不動産が68,981千円含まれております。当該賃
貸不動産については、本社費等の間接費用を負担させた後の営業活動から生じる損益が２期連続赤字で
あることから、減損の兆候があると判断し、減損損失の計上の要否について検討を行いました。検討の
結果、当該賃貸不動産について、割引前将来キャッシュ・フローが固定資産の帳簿価額を超えると判断
されたため、減損損失は計上しておりません。

(2）会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法、当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用

いた主要な仮定、翌事業年度の計算書類に与える影響については「連結注記表（会計上の見積りに関す
る注記） １. 有形固定資産の減損損失の認識の要否」に記載した内容と同一であります。
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（貸借対照表に関する注記）
１. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産
当事業年度

（2024年３月31日）
建物 564,247千円
土地 1,571,312 〃

計 2,135,559千円

(2) 担保に係る債務
当事業年度

（2024年３月31日）
１年内返済予定の長期借入金 90,056千円
長期借入金 1,771,716 〃

計 1,861,772千円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 209,436千円

３. 保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。

株式会社グランデ 1,140,500千円

４. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務は、次のとおりであります。

短期金銭債権 163,600千円
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（損益計算書に関する注記）
各科目に含まれている関係会社に対する売上高及び営業外収益は、次のとおりであります。

当事業年度
（自 2023年４月１日
至 2024年３月31日）

売上高 533,510千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)
自己株式の種類及び株式数

普通株式 174株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 2,620千円
ソフトウエア 15,983 〃
賞与引当金 7,027 〃
損害賠償損失引当金 3,062 〃
その他 3,265 〃

繰延税金資産小計 31,958千円
評価性引当額 △306 〃
繰延税金資産合計 31,652千円
繰延税金資産純額 31,652千円
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（関連当事者との取引に関する注記）

種類 会社等の名称
又は氏名

議決権等の
所 有 ( 被 所
有)割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額(千

円) 科目 期末残高
(千円)

子会社 株式会社グランデ 所 有
直接100

役務の提供
債務被保証
債務保証

不動産仲介
(注)１ 307,936 売掛金 155,589

子会社管理収
益(注)２ 205,773 − −

当社銀行借入
に対する債務
被保証(注)３

551,094 − −

子会社銀行借
入に対する債
務保証(注)４

1,140,500 − −

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 価格その他の取引条件は、他の取引と同様に、法定の手数料率によって決定しております。

２. 子会社管理収益については、業務支援の対価として決定しております。
３. 当社は、銀行借入に対して株式会社グランデより債務保証を受けております。なお、保証料の支
払いは行っておりません。
４. 当社は、株式会社グランデの銀行借入に対して債務保証を行っております。なお、保証料は受領
しておりません。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産 1,319円40銭
１株当たり当期純利益 17円47銭

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「連結注記表（収益認識

に関する注記）」に同一内容を記載しているので、注記を省略しております。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年５月23日
株式会社ランディックス
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 開内 啓行

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 永井 公人

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ランディックスの2023年４月１日か

ら2024年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、株式会社ランディックス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年５月23日
株式会社ランディックス
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 開内 啓行

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 永井 公人

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ランディックスの2023年４月

１日から2024年３月31日までの第24期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第24期事業年度における取締役の職務の執行に

関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１) 監査役会は、監査の方針、職務の分担、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。

(２) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担、監査計画等に従
い、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査担当その他の使用
人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施し
ました。
① 取締役会その他重要な会議にインターネット等を経由した手段も活用しながら出席し、取締役及び使用
人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整
備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につ
いて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うと
ともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(１) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月23日

株式会社ランディックス 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 諌 山 祐 美 ㊞

監 査 役（社外監査役） 岡 本 弘 ㊞

監 査 役（社外監査役） 堀 内 雅 生 ㊞

以 上



渋谷マークシティ

セブンイレブン

ハチ公像

モヤイ像

西口バス
ターミナル

渋谷駅

国道
246

道玄坂

渋谷
ヒカリエ

三菱UFJ銀行

モスバーガー

SHIBUYA
109

TSUTAYA

セブンイレブン

セルリアン
タワー

サピックス
小学部渋谷校

南平台

道玄坂上
交番前

カプセル
ホテル渋谷

渋谷ソラスタ
コンファレンス

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場ご案内図
会 場 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号 渋谷ソラスタ４階

渋谷ソラスタコンファレンス 会議室４Ａ

アクセス ●JR各線 「渋谷」駅 西口 徒歩６分
※渋谷マークシティ出口より徒歩２分

●京王井の頭線 「神泉」駅 徒歩４分

※渋谷駅周辺は改装中のため、歩道橋の位置等が変更になる可能性がございます。


